
みんなでつくろう安全安心の街

消費生活相談

 水曜日(月４回) 10時～16時 市役所相談室

令和７年４月１日

津久見市
防犯暴力絶滅対策協議会

TEL ０９７２-８２-２００８

℡ 0972-82-2008
相談日 ：

警察総合相談 ＃９１１０

消費者ホットライン 1 8 8
困ったときは、

ひとりで悩まず

相談しましょう！

いやや！ （局番なし)

令和７年全国地域安全運動・令和７年全国暴力追放運動

ポスター・青パト写真・標語を募集します

〇ポスター：様々なかたちの防犯ボランティア活動

〇青パト写真：青色回転灯等装備車の活躍 締め切り：令和７年５月９日(金)

〇標語：暴力団のいない社会づくり 応募用紙等詳細はお問い合わせください

問合せ先：津久見市防犯協会事務局(市民生活課内) ℡ 0972-82-2008

日常生活のいたるところで犯罪に巻き込まれる可能性があります。

防犯の基本は、私たち一人ひとりが「自分の身は自分で守る」という気持ちで

日ごろから防犯対策をすることです。

被害にあってからでは遅いのです。「今度」「後で」にするのではなく、

今すぐ防犯対策を始めましょう。

警察官をかたった詐欺被害が多発

犯人は、警察官を名乗り、「あなた名義の口座や携帯電話が犯罪に利用されている」など

と電話をかけてきます。

ビデオ通話を利用し、にせの警察手帳や逮捕状のようなものを見せ、本物の警察官と信じ

込ませます。「口座のお金が犯罪に使われていないか調べる」「警察の捜査なので誰にも

言わないこと」と口止めをし、指定場所に現金を持ってこさせたり、管理する口座に振り

込みをさせる手口が多く見られます。

犯人がよく使うキーワード

●口座が犯罪利用 ●共犯者 ●マネーロンダリング(資金洗浄)

●逮捕 ●起訴 ●守秘義務 ●秘密保持義務 など

このような文言がでたら詐欺を疑って下さい。

自分を守るために・・

疑問や不安な点がある場合はすぐに相談を


